
第33期鳴⾨うずしお⼤使第33期鳴⾨うずしお⼤使

井津元萌⾐井津元萌⾐
いづもとめいいづもとめい

イベントやSNSを通じて、大好きな鳴門の
魅力を発信し、訪れる方々にとって忘れら
れない体験となるようお手伝いさせてくだ
さい！
鳴門市の魅力を全国、そして世界に発信
できるよう一生懸命頑張ります。
2年間よろしくお願い致します。

古川舞佳古川舞佳
ふるかわまいかふるかわまいか

すだち大使に続き新たに鳴門をPRする機会を
頂きとても嬉しい気持ちでいっぱいです。
鳴門には徳島を代表する観光スポットや
美味しい食べ物など沢山魅力があります。
その素晴らしい魅力を全国のみならず
海外の方にも知って頂き、また足を運びたいと
思って頂けるようこれまで出会った皆様との
ご縁を大切に笑顔を通じてPR活動を頑張ります!
よろしくお願い致します。

誕生日　8月9日

趣　味　阿波踊り

特　技　誰とでもコミュケーションを
　　　　とれる

おすすめスポット
　　　　道の駅くるくるなると

誕生日　7月29日

趣　味　旅行・プロ野球観戦

特　技　阿波踊り・ポジティブ思考

おすすめスポット
渦の道・大塚国際美術館・大麻比古神社



出務依頼は出務⽇の⼀カ⽉前までにお願いします。
事前に当協会へご連絡いただき、出務内容を審査しその結果を通知いたします。

鳴門うずしお大使の出務について

出務依頼

詳しくは鳴⾨市うずしお観光協会へお問い合わせください

⼤使の派遣は有償（出務料）となります。
出務料・旅費等は依頼者様にご負担いただきます。
  【出務料】 半⽇：7,000円 ⼀⽇：10,000円 
          ※出務料は内容により異なる場合があります。

下記のいずれかに該当する場合は出務をお断りいたします。
・営利⽬的、酒宴での接客⾏為等
・宗教的⾏事、宗教的活動、政治活動等
・法令もしくは公序良俗に反するもの
・⼀企業の利益等に繋がるもの
・⼤使の品位を損なう⼜は傷つけるおそれのあるもの
・その他、出務が不適当と認めたもの

注意事項

・個⼈の指名はできません。
・スケジュール等により希望どおりに対応できない場合もあります。
・⼤使は当協会が指定する制服を着⽤します。
  （それ以外の服装にする必要がある場合は予めご相談ください。）
・出務制限に違反した場合や出務が困難もしくは出務できない事由が⽣じた
 場合は出務を取り消す場合があります。
・⼤使の出務により依頼者様に被った損害または第三者に与えた損害に対して
 当協会は⼀切責任を負いません。

出務制限

出務料


